
下水取付管工事費の自己負担について 

 下水道の供用開始後、取付管工事の申し込みをいただきますと、全額公費負担で工事を行ってき

ましたが、下水道への早期接続をお願いするため、下水道の供用開始後公費負担で施工する取付管

工事は、下水道の使用開始申し込みと同時に行う取付管工事に限定し、供用開始から3年間に限っ

て行うものとします。３年経過後は自己負担で取付管工事を行っていただくことになります。

また、供用開始後に分筆されました土地の取付管工事は、供用開始から３年以内であっても分筆

前の土地面積を基準として公費負担工事箇所数を決めますので、自己負担となる場合があります。

この改正は、平成２８年１０月１日から施行を予定していますが、既に供用開始している区域は

平成３１年９月３０日までは、下水道を使用開始する場合の取付管工事に限って公費負担にて施工

します。 
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